
愛媛県公衆衛生獣医師
インターンシップ旅費助成のお知らせ

愛媛県の公衆衛生（保健福祉部）獣医師の業務に興味のある方が、
インターンシップに参加する際の交通費及び宿泊費の一部を助成
します。

大学の獣医学を履修する課程に在学し、愛媛県の公衆衛生獣医師の業務内容に興味
を持ち、理解を深めるために、県の公衆衛生獣医職域に関する機関でインターンシッ
プに参加する方
※愛媛県農林水産部又は愛媛県以外が実施する修学資金（同等の貸与金等含む）

     を受給している方は対象外です。
※申込者多数の場合は抽選となり、希望者全ての受給を保証するものではないこと

     を、予めご留意ください。

以下の機関で実施するインターンシップ

・愛媛県動物愛護センター

・愛媛県食肉衛生検査センター

・愛媛県立衛生環境研究所

・県保健所

・その他

インターンシップ終了後30日以内（または３月20日まで）に申請書及び
必要書類を提出してください。

お問合せ先
愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課
TEL：089-912-239０ E-mail：yakumueisei@pref.ehime.lg.jp

補助対象及び補助率

詳細はHPまで！

「愛媛県公衆衛生獣医師インターンシップ旅費助成の御案内」
https://www.pref.ehime.jp/page/145384.html

補助対象者

対象研修

申請方法

⑴交通費

・公共交通機関料金

（グリーン料金等除く）又は

高速道路通行料金

⑵宿泊費

食事代は対象外

⑶補助率

３分の２以内（上限８万円）
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